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（４）水道ＤＸの推進 

④ 新技術の導入に向けた多角的な調査研究 

現状と課題 

 水道事業は、公営企業としての経営コンサルタント業務、水道水の安全性を追求するための

精緻な化学分析業務、ライフライン耐震工学や土木・環境・建築・電気・機械各専門分野に

おける高度なエンジニアリング業務など、事務・技術問わず多種多様な専門性を有した業務

が有機的に連携することで、運営されています。 

 水道局では、こうした様々な業務を進める上で培ってきた知見・ノウハウを継承すべく、1949

（昭和 24）年より、局独自で「水道事業研究」を編纂するとともに、1970（昭和 45）年に

は、技術系課長で構成する「技術研究委員会」を組織し、高度浄水処理設備の導入に向けた

処理性に関する基礎的な研究をはじめ、各時代のニーズに応じた水道技術全般にわたる調査

研究を総合的に推進してきたところです。 

 また、2000（平成12）年にすべての浄水場に高度浄水処理設備を導入して以降も、複雑化す

る浄水・水質の諸課題を解決するため、「大阪市水道 浄水技術Ｒ＆Ｄ Ｐrogram」をスター

トさせ、調査研究を推進するとともに、2001（平成13）年には「大阪市水道局技術開発に係

る共同研究等実施要綱」を制定し、産学官と連携した共同研究の枠組みも構築してきていま

す。 

 一方、水道界においては、成熟期を迎えている中、老朽施設の耐震化を含めた更新・再構築、

巨大地震などの自然災害への備え、人口減少社会及びコロナ過における人の行動変容に伴う

水需要の減少等といった多くの課題、更には水道システムの高度化、安全管理の徹底など多

様化する水道へのニーズなどに対処するため、持続と成長に向けた新たな取組を進めていく

ことが求められます。 

今後の取組 
 大阪市では、今後も引き続き、技術研究委員会のもと、水道技術全般にわたる調査研究を推

進し、水処理技術の多様化、ＩＣＴの高度化等も踏まえ、大阪市水道技術のより一層の研鑽

を図ることで、水道界の発展にも貢献できるよう努めていきます。 

 また、技術的な課題や対応策を模索する一方で、水道局が持つ様々 

なデータや事業運営上の課題・ニーズを対外的にも情報開示すると 

ともに、共同研究の枠組みのもと、民間事業者へのフィールド提供 

等により連携体制を構築し、効果的に調査研究を進めていきます。 

 更に、水道事業研究の編纂を継続的に進めることで、

技術継承や人材育成を図りつつ、水道事業の発展に寄

与できるよう、様々な分野で創造性やイノベーション

誘発の源泉となりうる調査研究を推進します。 
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（４）水道ＤＸの推進 

⑤ テレワークの環境整備 

 

現状と課題 

 国において、2020年のテレワークの企業導入率を約35％にするという目標を掲げ、働き方改革を推進

しています。 

 当局では既に、育児・介護職員だけでなく、全職員を対象とした在宅勤務によるテレワーク制度を導

入しています。 

 そのようななか、2020年に流行した新型コロナウイルス感染防止対策としてオフィス内や通勤時の接

触機会を減らすため、より多くの職員がテレワークで就業することができる環境を早急に整備する必

要が生じました。 

今後の取組 

 個人の所有するパソコンやスマートフォン、タブレットの携帯端末により庁内ネットワークにリモー

ト接続できるＢＹＯＤを取り入れ、在宅勤務やモバイル勤務を推進します。 
 庁内での遠隔会議システムを拡張し、対面によらない庁内外とのＷｅｂ会議システムを構築します。 
 また、感染防止対策のみならず、ニューノーマル（新常態）に向けたワークスタイルとして、サード

プレイスオフィス1環境など、時間や場所にとらわれない働き方が実践できるよう、テレワーク環境

整備をさらに推進することにより、業務の効率性や生産性の向上等を図ります。 
・ さらに、災害等により職員の参集が困難な状況下においても、迅速な意思決定が行える「リモートに

よる災害対策本部体制」の構築など、危機管理体制の強化についても検討します。 
 

                                                                                                                                                     
1 サードプレイスオフィス 
 自宅や職場とは異なる第３の勤務場所のことをいいます。 
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（４）水道ＤＸの推進 

⑥ エネルギー最適運用システムの構築 
 

現状と課題 

 水道局では、環境負荷低減に向け、省エネルギー設備の導入、再生可能エネルギーの利用
向上、オフィス環境管理などの環境対策を推進してきました。 

 しかし、東日本大震災を機に、太陽光発電などの再生可能エネルギーや家庭用燃料電池な
どのコージェネレーション、蓄電池や電気自動車など、需要家側に導入される分散型のエ

ネルギーリソースの普及が進んだことで、従来の省エネを継続・推進するだけでなく、電

力の需給バランスの重要性が認識されるようになっています。 

 このような背景のなか、火力発電所などの大規模発電所に依存した従来型のエネルギー供
給システムが見直されるとともに、需要家側のエネルギーリソースを電力システムに活用

する仕組みの構築が進められています。 

今後の取組 

 新たな電力システムとして、仮想発電所（VPP:Virtual Power Plant）の構築に向けた取組
みが注目されています。 

 VPPとは、各工場や家庭が個別に持つ太陽光発電、蓄電池や電気自動車などの比較的小規
模なエネルギーリソースを、高度なエネルギーマネジメント技術によって遠隔・統合制御

することで需要家側を調整し、あたかも一つの発電所のように機能させて需給調整に活用

する仕組みです。 

 この取組みにより、電力の安定供給や再生可能エネルギーの利用拡大とともに、電力の地
産地消による地域の活性化に寄与できます。また、従来の調整力である化石燃料を使った

火力発電所の代替としてVPPがその役割を担うことで、脱炭素社会の実現やSDGsの達成に

もつながります。 

 また、これまで培った水処理・水運用の技術を応用、さらに発展させ、この取組みにチャ
レンジすることで、職員の技術力向上や人材育成にも寄与できると考えています。 

 水道局では具体的に次の２つの調査研究を進めていきます。 
ａ）水道施設を活用したVPP実証に関する調査研究 

水道局が消費するエネルギーの大部分は、

ポンプ設備です。その中で、安心安全な水

づくり、安定給水の確保を前提としつつ、

お客さまへ供給するための配水池に水を送

るポンプの運転パターンを、地域全体の電

力需要に合わせ変更することで、VPPの目的

でもある、電力需給のバランスを保つ取組

みに活用できるかの調査研究を進めます。 
ｂ）EVリユース蓄電池の活用に関する調査研究 

EV（電気自動車）で使用される蓄電池は、使 

用済となった後でも高い残存性能を有して

いることが多いため、それら使用済み蓄電池

（EVリユース蓄電池）を組合せた大型蓄電

池としての活用を検討します。 

また、これを浄水場、配水場等へ設置し、地

域全体の電力需要に合わせて、充電や場内消

費で放電することで、VPPのエネルギーリソ

ースとして活用するための調査研究を進め

ます。 
複数のＥＶリユース蓄電池を活用した 

電力貯蔵システムの構築例 

ポンプ設備の電力調整イメージ 



 
基本施策２ 新たな価値の創造に向けた「組織・経営マネジメント」の強化 

108 
 

（５）公的ガバナンスの強化 

① 安定した公的モニタリング及び監督指導による官民連携の導入 

 
現状と課題 

 官民連携には、現在、大阪市をはじめ多くの水道事業体で行われている個別業務の民間委

託だけでなく、業務の範囲や委託期間に応じて、包括委託、ＰＦＩ、ＰＦＩ法に基づく運

営権制度（コンセッション）まで、様々な手法・段階があります。 

連携形態

業務内容
個別委託 第三者委託 ＤＢＯ ＰＦＩ ｺﾝｾｯｼｮﾝ 完全民営化

経営・計画

管理

営業

設計・建設

維持管理

水道事業における業務範囲と民間活用に係る連携形態との関係図

（厚生労働省「水道事業における官民連携に関する手引き（2014（平成26）年３月）（2016（平成28）年12月一部追記）」を基に作成）

個別業務の
部分的な委託

水道の管理に関する
技術上の業務

民間活力
活用の流れ

 

 

 一般的には、民間事業者の担う業務範囲が広く、長期間の案件ほど、民間ノウハウ活用の

自由度が高まり、メリットがあると考えられる一方で、市民・お客さまの安心安全を預か

る水道事業の公共性を維持していくため、リスク分担の在り方や、公的モニタリング及び

監督指導の役割が極めて重要となります。 

今後の取組 

 どのような運営形態においても、市民・お客さまの安心安全を確実に担保していくため、

３浄水場の運転管理、水質管理、給配水管工事・営業部門の現場管理について、それぞれ

一元化による集中管理の取組を順次進めていきます。 

 

 こうした公的ガバナンスの強化を図ることによって、官民連携による経営手法の選択肢を
広げることにつなげていきます。 
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（１）広域連携の推進 

① 連携協定の拡大 

 
現状と課題 

 これまでの事業経営の中で築き上げてきた技術力や組織力を活用し、2006（平成18）年度

より、周辺の水道事業体と「技術協力に関する連携協定」を取り交わし、水質検査などの

分析、水安全計画や施設整備計画などの作成、施設更新工事に伴う設計・施工監理などの

技術支援をはじめ、人材育成、災害時の相互連携などの技術連携に取り組んでいます。現

在は、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県内の合計19の水道事業体と連携協定を締結してい

ます。 

 水道事業体にとって、こうした技術連携による運営基盤の強化は、今後ますます重要とな

ります。 

府県 事業体名 連携協定締結日

大阪府

柏原市 平成18年10月16日

吹田市 平成18年12月25日

松原市 平成19年1月31日

羽曳野市 平成19年11月16日

泉佐野市 平成20年3月28日

藤井寺市 平成20年12月24日

大阪狭山市 平成21年3月23日

河内長野市 平成23年2月16日

八尾市 平成23年11月9日

河南町 平成25年12月20日

富田林市 平成30年2月6日

兵庫県

阪神水道企業団 平成20年5月14日

西宮市 平成20年9月22日

尼崎市 平成23年5月17日

京都府
八幡市 平成26年10月31日

木津川市 平成28年3月14日

奈良県

生駒市 平成26年12月17日

大和郡山市 平成27年7月1日

天理市 平成29年3月2日
  

 

今後の取組 

 引き続き、連携協定を締結している事業体との相互コミュニケーションを活発に行い、そ

れぞれの事業体が直面するニーズに応じて、個別の技術支援を実施していきます。 

 大阪府域はもとより、より広域的な視点からも、多くの事業体とコミュニケーションを図

り、連携事業体の一層の拡大をめざします。 

 

泉佐野市

河内長野市

尼崎市

大阪市

大阪狭山市

八尾市

＜兵庫県＞

西宮市

大阪市

＜京都府＞

吹田市

八幡市

＜奈良県＞

八幡市

大和郡山市

松原市

羽曳野市

藤井寺市

河南町

生駒市

柏原市

＜大阪府＞

木津川市

天理市

阪神水道企業団 (神戸市、
芦屋市、西宮市、尼崎市、宝塚市)

富田林市

 周辺事業体との連携状況 
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（１）広域連携の推進 

② 広域連携拡大に向けた新たな推進体制の構築 

 
現状と課題 

 現在、実施している技術支援は、水安全計画の策定や更新工事の設計・施工監理など、連携

事業体のニーズに応じ、個別に実施しているものの、その実施体制は、専任の組織によるも

のではなく、局内のそれぞれの担当課が、本来業務（大阪市水道事業に関すること）を担い

つつ、附帯的に実施しています。 

 そのため、技術支援として水道局が受託する範囲は、本来業務に支障のない範囲として、限

定的なものとなっています。 

 一方、2014（平成26）年度より実施している周辺事業体との意見交換（ニーズ調査）におい

ては、中小規模の事業体を中心に、これまでの技術支援の枠組みに加え、より包括的な形で

の技術支援などについての要望も増加しつつあるものと認識しています。 

今後の取組 

ａ）新たな推進体制やシンクタンク機能等の構築 

 従前の連携協定に基づく取組に加えて、経営マネジメントなどの管理部門業務を含む、より

包括的な形での技術支援の実施等、広域連携の拡大に向け、外郭団体等を活用した連携体制

や、官民連携手法の導入による実施体制の強化を図るなど、新たな推進体制の構築に向けた

検討を行っていきます。 

 こうした取組を進めることで、水道局としては、人的資源の有効活用を進めるとともに、当

該業務を通じ、担当する職員の技術力向上を図るなど、組織力の強化に努めていきます。 

 また、連携事業体にとっても、技術・ノウハウの習得、継承など、経営の持続性確保に寄与

するＷin－Ｗinの仕組みの構築をめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 広域連携拡大に向けた推進体制のイメージ 

事業量

技術支援に
係わる局人員

技術支援の
拡大

人的資源の
有効活用

マネジメント
（大阪市水道局）

プレーヤー
（外郭団体・民間企業等）

現在の
技術支援

現行

連携体制の
強化

連携
事業体

大阪市
水道局

Win-Winの関係

 人的資源の有効活用
 技術力の向上
 組織力の強化

 技術・ノウハウの習得、継承
 経営の持続性確保
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（１）広域連携の推進 

③ 府域水道の最適化に向けた取組み 

 
現状と課題 

 府域の将来人口減少による水需要の減少に加え、施設の老朽化の進行に伴う更新需要の増

加から、経営環境の悪化が想定されます。 

 国は、水道の直面する課題に対応し、水道の基盤強化を図るため、水道法を改正しました

（令和元年10月１日施行）。 

 平成30年８月に府と府内の全水道事業体が参画し、「府域一水道に向けた水道のあり方協議

会」が設置され、持続可能な府域水道事業の構築に向けた検討が行われています。 

令和２年３月にその成果を「府域一水道に向けた水道のあり方に関する検討報告書」とし

て取りまとめました。 

 本市では、府域の中核となる水道事業体として、施設の有効活用や広域的な水道事業間の

連携を推進することで、水道事業の基盤強化に取り組んでいます。 

今後の取組 

ａ）庭窪浄水場の共同化 

 「府域一水道に向けた水道のあり方協議会」で検討している、淀川系浄水場最適配置の最

初の具体的取組みとして、本市の庭窪浄水場施設を守口市水道局と共同で所有、管理して

いくための基本協定を令和元年12月に締結しました。現在、令和６年４月の共同化開始に

向け必要な準備を進めています。 

 本協定を通じて市域を越えた広域的な連携を行うことで、両市において浄水場施設の有効

活用や維持管理等に係るコストの削減などの効果が見込まれています。 

 

ｂ）水道の基盤強化に向けた連携 

 本市と堺市は、水道事業の運営に係る包括的な連携を強化し、両市の水道事業の効率的か

つ安定的な運営に資するため、「水道事業に係る包括連携協定」を令和元年10月1日付で締

結しました。 

 本市、堺市及び大阪広域水道企業団の水道事業、水道用水供給事業に係る広域的な連携を

強化し、相互補完による相乗効果を最大限発揮させることで、それぞれの事業運営の円滑

化と水道の基盤の強化を図ることを目的として、「水道の基盤の強化に向けた連携協定」を

令和２年３月30日付で締結しました。 

 協定の締結により、広域的な連携を一層強化し、水道事業の基盤強化に努めていきます。 
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（２）体験型研修センターの活用 

① 研修事業の拡大 

 
現状と課題 

 体験型研修センターは、2010（平成 22）年４月に運用を開始し、取水から給水に至る水道のト

ータルな運営ノウハウを、講義と実技形式により効果的に学ぶことのできる「広域的な研修拠

点」として、水道局職員だけでなく、他都市水道事業体をはじめ、「公益社団法人日本水道協会」

や「ＪＩＣＡ」等、国内外の水道事業体から研修員を受入れています。 

 他都市水道事業体職員を対象にした研修では、「給配水、浄水、設備、水質」などの技術研修（19

講座）、「経理・経営分析、未納整理」などの事務研修（４講座）を水道局独自の研修内容・科

目により実施しています。 

 一方、全国の水道事業をけん引してきた大都市の責務として、事務・技術の継承がますます困

難となっている中小水道事業体の職員を対象にした研修を拡充するなど、一層の貢献を果たし

ていく必要があります。 

 特に技術研修については、申し込み超過によるキャンセル待ちの状態が続いていることや、「独

自の研修プログラム」「講師の派遣」といった要望が、各都市から多く寄せられていることから、

より一層の研修の充実と体験型研修センターの活用が重要であると認識しています。 

 また、更なる研修効果を高めるには、研修内容に応じた効果的な研修形式で実施する必要があ

ります。 

今後の取組 

 他都市水道事業体からの要望に応えるため、技術研修のうち特に受講希望の多い「断通水・洗

浄排水作業研修」「受配電、計装、ポンプ設備研修」等を中心に講座の開催回数を段階的に増や

し、現在の年間 19開催から 30開催以上の実施をめざすとともに、他都市のニーズに合わせた

オーダーメイド研修や講師派遣型研修の実施、オンラインを活用した効果的な研修実施に努め

ます。 

 また、専門スキルや講師スキルを有する局職員や、実務経験豊富な水道局ＯＢなどの外部人材

を、研修講師としての力量や人物評価など、一定の要件を審査したうえで研修講師として登録・

更新する制度を構築し、「研修の講師と質の確保」を図ります。 

 更に、体験型研修センターの一層の活用による広域的研修拠点としての定着を図るため、他都

市水道事業体、外郭団体、大学、民間企業等の各機関・団体との連携を図りつつ、国内外の水

道事業に関わる人材の教育・訓練機関となる活用策を企画・検討していきます。 

＜企画・検討内容（案）＞ 

・他都市や外郭団体との連携による研修の実施 

・民間事業者を対象とした研修・講習会の開催 

・大学等教育研究機関への開放や学生（研究員）の受入れ  など 
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（３）海外貢献及び海外水ビジネスの推進 

① 海外貢献 

 
現状と課題 

ａ）独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）を通じた開発途上国の研修生の受入れ 

 1994（平成６）年度から、開発途上国の水道技術者に対し、技術の移転と普及を目的に「Ｊ

ＩＣＡ（Ｊapan Ｉnternational Ｃooperation Ａgency）」を通じた研修生の受入れを行

っています。 

・過去５年間の受入れ実績 

 2012～2016（平成24～28）年度 26ヶ国 95名 

 

ｂ）ベトナム・ホーチミン市の水道事業者（ＳＡＷＡＣＯ）との技術交流 

 2009(平成21)年12月に締結した「ホーチミン市水道総公社（ＳＡＷＡＣＯ（Ｓaigon Ｗ

ater Ｃorporation））」との「技術交流に関する覚書」に基づき、2010（平成 22）年度か

らＳＡＷＡＣＯ職員を大阪市に受入れ、ホーチミン市水道の課題解決に向けて、ＳＡＷＡ

ＣＯのニーズ等を踏まえた講義､視察､ディスカッションなどを実施しています。 

 

 また、2014（平成26）年度からは、ホーチミン市近郊の都市であるバリア・ブンタウ省の

水道事業者である「バリア・ブンタウ省水道株式会社（ＢＷＡＣＯ（Ｂa Ｒia – Ｖung Ｔ

au Ｗater Ｓupply Ｊoint Ｓtock Ｃompany））」の職員も受入れています。 

年　度 テーマ 人数（名）
2010（平成22） 配水管の維持管理 3
2011（平成23） 人材育成 2
2012（平成24） 浄水及び水質管理 7
2013（平成25） 配水施設整備計画 5
2014（平成26） 配水場の運転・維持管理 5
2015（平成27） 研修・人事制度 5
2016(平成28） お客さまサービス等 5
2017(平成29） 送配水ネットワークの運転管理等 5
※2014～2017（平成26～29）年度はバリア・ブンタウ省水道職員2名を含む  

 

今後の取組 

 ＪＩＣＡ集団研修等による、研修生の受入れを継続して実施し、開発途上国における水道

事業の発展に貢献します。 

 ＳＡＷＡＣＯとの「技術交流の覚書」（2015（平成27）年11月18日～2018（平成30）年

12月 31日）を更新し、ＳＡＷＡＣＯとの技術交流を継続することにより、ホーチミン市

水道の課題解決や発展に寄与するなど、引き続き信頼の醸成に努めていきます。 

2010～2017（平成22～29）年度の技術交流実績 
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（３）海外貢献及び海外水ビジネスの推進 

② 官民連携による海外水ビジネスの推進 

 
現状と課題 

 官民連携による配水場整備の事業化に向けた取組として、2009（平成21）年度から、水道局

と民間企業からなる共同企業体により、ホーチミン市水道の配水ネットワーク改善に向けた

国等の調査プロジェクトを実施してきました。 

浄水場

高い漏水率

●施設能力の不足
●高い漏水率
●低い水圧

配水管
（ネットワーク）

家庭  

 

 また、大阪市では、2011（平成23）年４月に官民連携による水・環境分野の海外展開を推進

するため、大阪市関係部局と「公益社団法人関西経済連合会」、「大阪商工会議所」が参画し

た官民連携のプラットフォームとなる「大阪市 水・環境ソリューション機構」を設立し、

2012（平成24）年８月からは大阪府の関連部局も参画し、「大阪 水・環境ソリューション機

構（ＯＷＥＳＡ（Ｏsaka Ｗater ＆ Ｅnvironment Ｓolutions Ａssociation））」として、

海外展開の取組を推進しています。 

 具体的には、2017（平成29）年８月から、ベトナム・ホーチミン市において、在阪企業であ

る給水装置メーカーと共同でＪＩＣＡ事業「給水装置施工技術普及促進事業」を開始してお

り、ホーチミン市の漏水対策の一環として、給水装置工事に関する施工監理能力を向上させ

る取組を進めています。 

今後の取組 

 今後とも、「大阪 水・環境ソリューション機構」への参画、活動を通じて、官民連携によ

る海外の水ビジネス事業を推進し、在阪企業をはじめ海外進出に意欲のある企業を支援して

いきます。 

 そのターゲットはベトナム・ホーチミン市に限定することなく、同機構を通じた取組に加え、

日本の民間企業や諸外国から直接オファーがあれば積極的に参画を検討し、アジアを中心と

した開発途上国における水道事業の発展に引き続き貢献していきます。 

 ホーチミン市水道の課題  配水コントロールシステムのイメージ 
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（４）官民連携による事業推進 

① 外郭団体の経営安定化と活用の方向性 

現状と課題 

ａ）大阪市外郭団体改革としての取組 

 水道局の外郭団体である２つの財団法人を統合し、株式会社化して2008（平成20）年度に「株式会

社大阪水道総合サービス（以下「総合サービス」）」を設立 

 大阪市の外郭団体見直し方針に従い、財政的・人的・資本的関与を見直し 

ｂ）総合サービスにおける経営改善の取組 

 大阪市からの競争性のない随意契約の廃止（財政的関与見直し）の影響から、2012～2013（平成24

～25）年度の２ヵ年連続で赤字を計上したものの、役員体制を刷新し、市域外事業の受注拡大、受

注業務に応じた人員再配置などのコスト削減等に取り組んだ結果、2014（平成26）年度以降は黒字

経営を継続しています。 

ｃ）総合サービスの強みと課題 

 上記の取組を通じ、他の事業体から多くの受注実績が蓄積されるとともに、水道局ＯＢをはじめ社

員の経験（ノウハウ）と株式会社としての機動性を併せ持つ組織となっています。 

 一方、現在の受注業務は将来の受注が不確実となっており、今後、総合サービスの強みを生かしつ

つ、安定した収益構造への転換を図っていく必要があります。 

ｄ）運営権制度活用に係る前実施プラン（廃案）における位置づけ 

 前実施プランでは、総合サービスの受注ノウハウや入札参加資格を活用し、国内外ビジネスを担う、

運営会社の子会社等として位置づけるとともに、民間人材・出資を受け入れて、競争力・機能を強

化することとしていました。関連条例案が廃案となったことにより、局の関与や活用のあり方につ

いて方向性を定めていく必要があります。 

今後の取組 

ａ）安定した収益構造への転換 

 総合サービスにおいては、比較的競争優位性のある業務（工事監督等）への重点化を図るとともに、

シンクタンク機能を発揮したコンサルタント関連業務やＰＦＩ事業、包括委託業務等の案件形成に

向けた提案など、新たな領域での事業推進を図ります。 

ｂ）広域連携・海外展開に向けた活用 

ア）水道局・民間企業と連携した取組（共同受注等） 

 今後一層ニーズが高まると見込まれる他都市や海外事業の支援業務に対して、大阪市の広域的役割

にも資するよう、水道局と総合サービスの共同受注や、民間企業も交えた事業展開など、大阪市・

民間と連携した取組を推進します。 

イ）新たな経営手法検討における方向性 

 官民連携や広域連携の推進に係る新たな経営手法の検討に当たり、国内外の水道事業が抱える課題

解決に、総合サービスの持つ株式会社としての機動性やノウハウを最大限発揮できるよう、有効な

活用方法や機能強化等について、検討していきます。 



 

基本施策３ 国内外事業・環境への貢献に向けた「資源活用マネジメント」の強化 

116 
 

（５）環境対策の推進 

① 省エネルギー設備の導入 

 省エネルギー設備の導入の具体策として策

定した回転速度制御装置等の導入計画に基

づき、2018（平成 30）年度に豊野浄水場揚

水ポンプに回転速度制御装置を導入するな

ど、順次、設置を進めていきます。 

 今後も省エネルギー設備の導入が有効と判

断したポンプ施設に回転速度制御装置を設

置することなどにより、電力の消費を抑制し

ていきます。 

  

 

 

 

 

 

現状と課題 

 今世紀後半に温室効果ガスの排出を「実質ゼロ」とすることをめざすパリ協定を受けて、国は

2016（平成28）年５月に「地球温暖化対策計画」を策定し、2050（平成62）年までの長期目標

として80％の温室効果ガスの削減をめざすべく、取り組むこととしています。 

 大阪市では「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、「大阪市地球温暖化対策実行計画」

を定めて、省エネルギー施策に取り組んできました。また「エネルギー使用の合理化等に関す

る法律」においてもエネルギー使用量の多い特定事業者に対しては継続的に電力削減を行うこ

とが求められています。 

 水道局では取水場・浄水場・配水場における浄水処理や送配水の過程で多量の電力を消費する

ため、省エネルギー施策に取り組んでいますが、中でもポンプ設備は最も電力を消費する設備

であることから、ポンプ施設28か所のうち22か所について、回転速度制御装置の導入が有効

と判断して順次設置を進め、2016（平成28）年度末時点で17か所の設置が完了しています。 

 しかしながら、国際的な枠組みのもと、国・市レベルでの温室効果ガスの削減目標が定められ

るなど、環境施策の推進に関する重要性がより一層増してきています。 

今後の取組 

数字は各年度に回転速度制御装置を導入（更新を

含む）したポンプ施設 

回転速度制御装置の導入による電力削減量 

２ １ 
１ 

１ 
３ 

※2011（平成 23）年度以降は処理水量低下等の理由により、

また、2014（平成 26）年度は耐震化工事の影響で回転速度

制御のポンプを一部停止したことにより、削減量が低下してい

ます。 

回転速度制御装置の導入による省エネルギーの概要 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
（ H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 ）

１ １ １ 

削減電力量 
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（５）環境対策の推進 

② 再生可能エネルギーの利用向上 

 
現状と課題 

 大阪市では「大阪市地球温暖化対策実行計画」において、未利用エネルギーの有効活用推進を

基本方針の１つとして掲げています。 

 水道局においても、これまで太陽光発電設備を柴島浄水場及び水道センターに導入するととも

に、配水池流入水の残存水圧を利用した水力発電設備を長居配水場及び泉尾配水場に導入し、

再生可能エネルギーの利用向上に努めてきました。 

 しかしながら、国の「長期エネルギー需給見通し（2015（平成 27）年７月）」では、電力需給

においてバランスのとれた電源構成を進めるために、再生可能エネルギーの最大限の導入拡大

が求められており、更なる取組を進める必要があります。 

 

○太陽光発電設備 

  柴島浄水場（配水池） 1998（平成10）年度 150kW 

  柴島浄水場（高度棟） 2010（平成22）年度 250kW 

  水道センター（4か所） 2015、2016（平成27、28）年度 

              10kW×3、5kW×1 

 ○水力発電設備 

  長居配水場 2004（平成16）年度 253kW 

  泉尾配水場 2013（平成25）年度 110kW 

今後の取組 

 再生可能エネルギーの利用向上の具体的取組として、長居配水場及び泉尾配水場を除く７か所

の配水場に対して、水力発電設備導入の有効性の評価を行いました。その結果、現状で唯一設

置スペースが確保でき、また現在の流入状況であればコストメリットのある咲洲配水場への設

置が有効であると判断したことから、2018（平成30）年度に導入を予定しています。 

1,000

1,500

2,000

2,500

H19H20H21H22H23H24H25H26H27H28

発電量

[千kWh]

 

流入管

流出管

公園

配水池

水力発電設備

配水ポンプ

B1F

B2F

残存水圧

給水水圧

水力発電の概要 

水力発電による発電量 

水力発電設備の設置例 

（泉尾配水場） 

泉尾配水場 

水力発電が稼働 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
（ H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 ）
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民間企業による有効利用

（５）環境対策の推進 

③ オフィス環境管理及び資源リサイクルの推進 

現状と課題 

 庁内においては、ＯＡ化の進展等により電力消費量が増加してきました。また紙ごみ等の
廃棄物も引き続き発生していることから、更なる省エネルギー化や省資源化の取組が求め

られています。水道局では、大阪市が定めた「大阪市庁内環境管理計画」に基づき、庁内

における環境保全や環境負荷低減に継続して取り組んでいます。 

 また、省資源対策の一環として水道水の製造過程で発生する「浄水発生土１」の減量化と

有効利用による再資源化に取り組んできました。 

 さらに、浄水発生土の安定的な有効利用手法を確立するため、2011（平成23）年度より、
民間が保有する他分野にわたる 

有効利用ノウハウやアイデ

アを募集し、連携することに

より現在、浄水発生土の有効

利用率 100%を達成していま

す。 

 その一方、浄水発生土は生産
活動に伴って間断なく発生

するものであり、将来にわたって安定的に有効利用を推進して行くためには、引き続き減

量化にも努めながら、新たな有効利用先の確保や需要の創出に向けた調査・研究等の取組

が必要です。                  

今後の取組 

ａ)オフィスでの用紙の節約・リサイクル・照明のＬＥＤ化等 

 引き続き、「大阪市庁内環境管理計画」に基づき、省エネルギー（照明のＬＥＤ化等）・省
資源（用紙の節約等）、廃棄物の減

量・リサイクル及びグリーン購入、

物品等納入時のグリーン配送、公

用車へのエコカー導入の推進な

ど、環境に配慮した取組を進めま

す。  

ｂ）浄水発生土の有効利用 

 今後も浄水発生土の有効利用率100%を継続していくため、引き続き民間企業との連携を推
進します。 

 一方で、より安定した有効利用をめざして、性状改善による有価物化を図ることにより経
済的で持続性の高い安定した有効利用先の拡大と新たな有効利用方法の調査・検討を進め

ます。 

 

１ 浄水発生土 

浄水場で水道水を製造する過程において、淀川から取水した河川水に含まれている細かい土など 

を「硫酸ばんど」という薬品を使って沈めて濃縮した後、乾燥させたものです。 

LED化により省電力化した庁舎や事業所 

 有効利用率 浄水発生土の有効利用経過 
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（１）アセットマネジメントの推進 

① 浄水場アセットマネジメントへのＣＰＳ／ＩｏＴの活用 

 
現状と課題 

 インフラ長寿命化基本計画に基づき厚生労働省が策定した「行動計画」において、今後、

水道施設の老朽化が一層進むことを踏まえ、施設情報の電子化による老朽度判定など多角

的な分析を可能とした施設情報管理を推進することとしています。 

 水道局では、これまで、施設整備台帳の整備など施設情報管理に努めておりますが、今後、

ますますの維持管理コストの増加が課題となることから、より一層の効率的な維持管理を

進める必要があります。 

今後の取組 

 より効率的な維持管理の推進には、ＣＰＳ／ＩｏＴ技術の活用が期待されています。ビッ

グデータの活用余地が比較的大きいと思われる浄水場のアセットマネジメントへＣＰＳ

／ＩｏＴ技術を活用することで、資産を健全・良好な形で次代に引き継ぐことはもとより、

技術開発、データ蓄積、ノウハウ蓄積を行い、維持管理の付加価値を更に高めていきます。 

ａ）タブレットを活用した日常点検等の効率化手法の研究 

 タブレットを活用した日常点検等により、点検記録をデータ化することで、設備状態など

の見える化とデータ分析の効率化を図ります。 

ｂ）劣化予兆診断技術の研究 

 運転・維持管理データから、施設の劣化予兆を早期に捉える手法を検討します。 

ｃ）ＬＣＣ１を考慮した効率的な資産管理の研究 

 適切な状態監視保全により、資産価値を最大化し、維持管理ノウハウの蓄積により、効率

的な資産管理をめざします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ＬＣＣ（Ｌife Ｃycle Ｃost） 

あるものが生まれてからなくなるまでに必要なコストのことです。 

浄水場アセットマネジメントへのCPS/IoTの活用 
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（２）職員生産性の向上 

① 年齢構成を考慮した職員生産性の向上 

 
現状と課題 

 水道事業の生産性を示す「職員１人当たりの給水量」は、2009～2016（平成21～28）年度

の間に約20％上昇しているものの、依然として事業規模が比較的近い４都市１の平均より

も低水準にあります。 

 全市的な採用抑制策の影響に伴い、年齢構成が偏った状況となっています。 

今後の取組 

ａ）ＩＣＴ等を活用した業務の抜本的な見直し 

 すべての部門・職種の業務について、ＩＣＴ等を活用した業務プロセスの最適化により効

率性と効果性を高めます。 

 例えば、作業現場や点検現場において、タブレットやスマートフォンを活用することによ

り、状況確認とその情報伝達の迅速化による効率的な業務遂行を可能とします。 

 

ｂ）業務の区分による正規職員の集中配置 

 事務・技術業務を、直接公共が担うべき業務と、それ以外の業務に区分し、直接公共が担

うべき業務に正規職員を集中配置するとともに、それ以外の業務については、民間委託化

と多様な雇用形態（派遣職員・嘱託職員など）の適用を推進します。 

 

ｃ）職員年齢構成の平準化 

 年度ごとの退職等の欠員状況を勘案しつつ業務見直しを進めるなど、仕事と人のバランス

を取りつつ、10年後に目標とする職員数となるよう、退職者のうち、一定数の事務・技術

職員の計画的な採用を継続して実施し、年齢構成の平準化を図ります。 

 

ｄ）業務の効率化 

 水道センターや浄水場などの業務については、高い意欲と能力を有する技能職員の転活用

を図りつつ、業務の民間委託化、効率化を一層推進していきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ４都市 

 P59をご参照ください。  

２ 職員数には、派遣・休職職員、再任用フルタイム勤務職員を含み、再任用短時間勤務職員を除きます。 
３ 2027（令和９）年度の給水量予測に基づき算定しています。 

 
 

職員数２の削減：今後10年間で▲200人以上の削減 

（2017（平成29）年度当初職員数1,388人→2027（令和９）年度当初職員数1,188人以下） 

 
この削減により「職員１人当たりの給水量」の４都市平均をめざす。 
大  阪  市：  282千㎥／人（2016（平成28）年度） 

→309千㎥／人以上（2027（令和９）年度）３ 

 

※４都市平均： 303千㎥／人（2016（平成28）年度） 

目 標 



Ⅵ 今後10年間に取り組む施策 
基本施策４ 持続性の確保に向けた「業務・財務マネジメント」の強化 

121 
 

（２）職員生産性の向上 

② 広域連携拡大に向けた人的資源の再配置 

 
現状と課題 

 現在実施している他都市事業体への技術支援は、専任の組織によるものではなく、局内の

それぞれの担当課が、本来業務に支障のない範囲として、限定的に実施するものとしてい

ます。 

 一方、中小規模の水道事業者を中心に、技術職員の不足等が顕在化する中、これまでと同

様に、単独で事業運営の基盤強化等を図ることが困難になりつつあります。 

 こうした状況の下、大規模水道事業者である大阪市としては、これまで以上に、より広域

的な視点から、水道事業の基盤強化に向けた取組を主体的に実施していくことが求められ

ると考えています。 

 そのためには、大阪市水道事業の生産性向上、効率化を抜本的に進め、広域連携の取組拡

大が可能となるよう、人的資源の再配置を進めることが必要です。 

今後の取組 

 

 ＩＣＴ等の活用による業務見直しや直接公共が担うべき業務への正規職員の集中配置な

どを進めることにより、連携協定に基づく他事業体への技術支援の充実に努めます。 

 更に、今後、検討を進める抜本的な官民連携手法の導入については、管路耐震化の一層の

促進など大阪市水道事業の経営課題に寄与するだけでなく、新たな人的資源の創出にもつ

ながるものであることから、これらの人的資源については、技術職員を中心に、市域水道

事業の公的ガバナンスの強化や、市域外での広域連携業務拡大に向け有効に活用すること

ができるよう、潜在的なニーズの把握に努めつつ、具体的なスキーム構築の検討を進めま

す。 
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（３）企業債残高の削減 

① 自己資本構成比率の向上 

 
現状と課題 

 これまで、施設整備の財源については、多くを企業債の借入に依存してきており、その結果、

事業規模に比して高い水準の企業債残高となっています。 

 これまでの経営改革の取組や、経営戦略策定以降企業債の新規発行を最小限に抑制してきた

ことにより、自己資本構成比率は着実に向上しており、2019（令和元）年度決算では、給水

収益に対する企業債残高の割合が、経営戦略で目標とした事業規模が比較的近い４都市１の

平均（４都市平均）（2016（平成28）年度）である約２倍の水準に達しました。 

 

 

 

 

 

 しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により給水収益が大きく悪化する見込みである一

方、PFI管路更新事業による管路更新のペースアップを着実に推進する必要があるため、資

金確保の手段として企業債の新規借入が必要となってきます。 

今後の取組 

 企業債残高については、これまでの物件費抑制の取り組みに加え、お客さまセンター運営委

託費用などさらなる物件費の抑制策に取組み、黒字を確保することにより自己財源を最大限

活用し、計画期間内における借入額の累計を償還金の範囲内に抑制することを基本的な考え

方として、その抑制に努めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
１ ４都市 

 P59をご参照ください。 

自己資本構成
比率の向上

（現状） （10年後）

資産

負債

資本

資産
資本

負債

企業債残高の削減

負債の圧縮今後の財政状況のイメージ図 
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（４）物件費等の抑制 

① 総合的な経費削減対策の推進 

 
現状と課題 

 これまで局経営改革や中期経営計画のもと、必要な事業の選択と集中、業務の委託化・効率

化等に取り組み、できる限りの削減を行ってきました。 

 今後は委託化の進展や委託にかかる労務単価の上昇等により、一定増加が見込まれます。 

今後の取組 

 次のような経費削減の取組などにより、物件費等の増加をできる限り抑制します。 

 

ａ）システム・ＩＣＴに関する予算の最適化 

 2019（平成31）年度に予定している情報システム統合基盤の更新に合わせて、営業所オンラ

インシステムのサーバ等機器類を統合し、保守費用の削減を進めます。 

 ＩＣＴに係る発注案件については、ＩＣＴ関係経費の効率的な支出となるようＩＣＴ統括部

署による精査を行い、予算の適正な執行に努めます。 

 

ｂ）有収率の向上（漏水量の減少）による経費の削減 

 市内の小口径管路を対象とした計画的漏水調査や、管路更新の取組などを着実に推進し、現

状よりも漏水量を減らすことで、料金請求の対象となる水量の割合である有収率の向上を図

り、浄水処理・輸送にかかる電力費や薬品費などを削減します。 

 2027（令和９）年度末時点における有収率は、94％以上を目標とします。 

 

ｃ）お客さまセンター運営委託費の削減 

□ お客さまセンターへのお問合せ件数が年々増加していることから、「定型的」「頻度の高い」

お問合せについては、Webや SNSを活用するなどオンライン化を進め、運営委託費の削減に

努めます。 

 

ｄ）その他維持管理経費の削減 

 省エネルギー設備の導入による電力費の削減などに取り組みます。 

 

 

 

 

  

目 標 

有収率の向上 
92.2％（2016（平成28）年度）→94％以上（2027（令和９）年度） 

 
 「有収率」の大都市平均を上回る水準をめざす。 
 
※大都市平均：93.5％（2016（平成28）年度） 
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（５）収入の確保 

① 資産の転活用 

 
現状と課題 

 これまで「局資産の転活用にかかる基本計画」等をふまえて、事業に供さない処分検討地

については、基本的には売却を進めており、一方、売却が困難な用地については、貸付等

による有効活用を進めてきました。 

 利活用が難しい残る用地についても、引き続きスピード感を持って有効な転活用を進めな

ければなりません。 

今後の取組 

ａ）不動産売却 

 事業に供さない処分検討地については、収入の確保を図るため、引き続き、測量登記等の

商品化を順次進め、売却します。 

 その際、事業所統合・再編に伴って生み出される遊休地や浄水場のダウンサイジングに伴

う土地の利活用などについては、子育てやまちづくりといった行政部門との連携により、

都市のポテンシャルを最大限発揮できるよう、検討していきます。 

 扇町用地については、市内外から人が集まり、地域の賑わい創出やまちの活性化につなが

る用途での活用を図っていきます。 

 

ｂ）資産の有効活用 

 売却が困難な用地等について、引き続き駐車場やスポーツ施設などとして民間への貸付け

等による有効活用を図り、貸付収入の確保をめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
目 標 

局資産の転活用：今後10年間で100億円以上の収入を確保 

（不動産売却：約70億円、貸付収入：約30億円） 
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（５）収入の確保 

② 資金運用 

 
現状と課題 

 地方自治法の規定に基づき、水道局の保有する資金は、優先度の高い順に「安全性」「流

動性」「効率性」を確保することを前提とし、次の方法で保管及び運用を行っています。 

 

 

 

 

 

 これまでは、大阪市全体の公金管理の方針を踏まえ、１年以内の短期運用を実施してきま

したが、近年の金融政策の影響を受けて金利が低水準となっていることから、資金運用に

よる受取利息は減少傾向が続いています。 

 「運用利回りの向上策(長期運用)等の効率的運用を実施すること」という監査指摘を踏ま

え、引き続き、金利環境の変化に対応しつつ、より有利な資金運用を行う必要があります。 

 

今後の取組 

 水道局においては、経営効率化の取組などにより、運用資金に一時的な余裕が生じている

ことから、将来の施設整備事業の財源等として活用するまでの間、運用期間が１年を超え

る長期運用も含めて最適な手法を検討し、運用収益の向上を図ります。 

＜運用資金の考え方＞ 

 長期運用する資金については、次の取組を行ってもなお残る資金を対象とします。 

・企業債の新規発行の抑制若しくは繰上償還 

・１年以内に使用が見込まれる資金の短期運用 

＜具体的な取組＞ 

 金融機関への預託については、大阪市全体の公金管理の方針を踏まえ、引き続き１年以内

の短期運用とします。 

 長期運用を行う場合は、元本保全が確実である金融商品（国債、地方債、政府保証債等）

を対象に、満期までの保有を前提とした債券の購入による運用を検討します。 

 また、長期運用に当たっては、運用期間及び運用額を慎重に精査して段階的に運用すると

ともに、不測の資金需要に対応できるよう、保有する債券の残存期間の分散化を図るなど、

リスク管理を行うこととします。 

 

 

 

 

別段預金で保管 
 

「金融機関への預託」または「債券の購入」により 
別段預金よりも高い利率で１年以内の短期運用 

事業運営に必要な資金 

（運転資金） 

運転資金以外で一定期間以上余裕が見込まれる資金 

（運用資金） 

水道局の資金 

 監査指摘（抜粋） 

・定期預金や譲渡性預金での運用では、収益性に関する機会損失が生じている可能性がある。 

・潤沢な資金を保持する事業においては、特に運用利回りの向上策（長期運用）等の効率的運用を実施すること。 
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（５）収入の確保 

③ 未収金対策 

 

現状と課題 

 大阪市においては、「市政改革プラン2.0」の中で「未収金対策の強化」を掲げ、2008（平

成20）年４月に設置された「大阪市債権回収対策会議」にて、各局の債権別に目標達成の

ための具体的取組を確認するとともに、行動計画に基づく取組を推進しています。 

 水道料金の未収金対策についても、収入の確保及び公平・公正性の観点から、高額滞納者

や長期滞納者に対し、専門的に未納料金の回収を図る目的で、2011（平成23）年５月に「未

収金回収特別チーム」を発足させ、未収金の削減に取り組んできました。 

 近年では、滞納者に対して現地訪問等により支払いを促すとともに、委託業者との密な連

携等が効果を上げており、高水準の収入率を維持しています。 

（当該年度調定分における、翌年度５月末時点収入率推移） 

年 度 2012（平成24） 2013（平成25） 2014（平成26） 2015（平成27） 2016（平成28） 

収入率 99.8％ 99.9％ 99.9％ 99.9％ 99.9％ 

 これまでの取組に加えて、悪質な事案に対しては法的措置も視野に入れた厳格な対応を行

うなど、収入率の維持・向上に引き続き努める必要があります。 

今後の取組 

 今後も継続して既存の未収金の解消を図るとともに、新たな未収金の発生を抑制するた

め、滞納者の生活状況等に応じて、効果的な手法を用いた未納整理業務を実施していくこ

とで、高水準の収入率を維持していきます。 

 また、毎月点検・毎月請求制度の利点を最大限に生かし、滞納金額が大きく膨らむ前に早

期の未収金対策に取り組み、水道の無断使用者や滞納したままの無断退去者に対しては速

やかに調査・督促していきます。 

 更に、業務品質の向上を図るため、料金徴収業務委託業者に対して適切な指導・監督を行

うと同時に、日々の業務や定期的な会議・ヒアリングを通じて、情報を共有し、課題を洗

い出し、改善策を提案し合うことにより、より効率的かつ効果的な業務の履行確認（モニ

タリング）をめざしていきます。 

 特に、資力があるにも関わらず請求に応じない悪質な滞納者に対しては、水道料金をお支

払いいただいている市民・お客さまとの公平・公正性の観点から、粘り強く交渉していく

ことはもちろんのこと、訴訟等法的措置を含め厳格に対処していきます。 

 そのほか、督促や調査等により市民・お客さま宅を訪問・面談した際、異変を速やかに察

知し、福祉行政部門・各区役所等と連絡を取り合うことにより、地域の見守り活動へも貢

献していきます。 

 

   

  

 

目 標 

水道料金にかかる収入率99%以上を維持（翌年度５月末時点の現年度調定分） 
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（５）収入の確保 

④ 新規需要対応と受託収入の確保 

現状と課題 

ａ）夢洲まちづくり構想 

 大阪市では、大阪府及び経済界とともに、「夢洲まちづくり構想検討会」を立ち上げ、夢洲地

区での観光拠点の形成など新たな機能を盛り込んだ夢洲全体のまちづくり方針や土地利用等

に関して、将来を見据えた広い視点から検討し、2017（平成29）年８月、「夢洲まちづくり構

想」を策定しています。 

 その中で、夢洲まちづくりの実現に向けて、夢洲全体で一体性のあるまちを形成することが

重要であり、インフラ整備など具体的な検討の必要があるとしています。 

ｂ）技術支援業務 

 技術支援業務の実施による受託収入実績 
 

年度 事業体数 件数
受託収入
（千円）

支援内容

2014（平成26） 6 6 14,504 水質検査、施設更新工事施工監理、水道ビジョン・整備計画の作成等
2015（平成27） 6 6 14,912 水質検査、施設更新工事設計・施工監理、水安全計画の作成等
2016（平成28） 3 4 10,829 水質検査、施設更新工事設計、整備計画・水安全計画作成  

 現在実施している他都市事業体への技術支援業務は、本来業務に支障のない範囲で限定的に

実施しているものであり、職員の常駐派遣や専従等を前提としたものではないため、結果と

して、受託件数、収入は小規模なものにとどまっています。 

今後の取組 

ａ）夢洲まちづくり構想 

 夢洲まちづくりにおける想定水需要に対して、水道水の安定供給ができるよう、配水管など

の必要な施設整備を進めます。 

ｂ）技術支援業務 

 今後検討を進める抜本的な官民連携手法の導入により、新たに人的資源を創出し、他事業体

のニーズに応じて、経営マネジメントなど管理部門業務等に従事する人材の派遣、専任対応

も行うなど、より広範な形で広域展開・貢献が可能となるスキームの構築をめざします。 

 こうした広域連携の拡大により、連携事業体の運営基盤強化につなげるとともに、大阪市に

とっては、職員の人材育成や技術力向上を図るほか、業務受託に伴う適正な対価を得ること

で、大阪市水道経営の一層の基盤強化をめざします。 

 2014（平成26）～2016（平成28）年度の技術支援受託収入実績 
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市民・お客さまとの10のコミットメント（約束事） 
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 市民・お客さまとの１０のコミットメント（約束事） 

 

 

１.切迫する南海トラフ巨大地震に対し、管路耐震化を促進し、市民・お客さまの安心

安全を確保する耐震管路網を構築します。 

 

２.大阪市水道事業を取り巻く様々な危機事象に対し、他都市連携や市民協働による災

害対応力の強化など、常日頃からＢＣＰ事業継続計画の見直し・補強に努め、公助、

共助、自助にバランスのとれた危機管理体制を構築します。 

 

３.食品安全マネジメントシステムの国際規格であるＩＳＯ22000に基づく世界最高基

準の浄水処理と水質管理を徹底し、安定した配水管理を行うことにより、安全で高

品質の水を確実にお届けします。 

 

４.情報の受け手である市民・お客さまにとって分かりやすい広報や情報公開、様々な

機会をとらえた双方向コミュニケーションを図り、いただいたご意見を事業に反映

させながら、満足度の高いサービスをお届けします。 

 

５.進歩が著しいＩＣＴを様々な分野で活用し、業務改革や安全性の向上を図るととも

に、利便性の高い新たなサービスをお届けします。 

 

６.市民・お客さまから寄せられる様々な声やニーズに応えられるよう、常日頃から先

進的で意欲的な調査研究に取り組む組織風土を醸成し、技術研鑽と人材育成に努め

ます。 

 

７.大阪市で培われた技術・ノウハウ・人材・資産など、有形無形の経営資源を最大限

に活用し、国内外における水道事業の基盤強化に貢献しつつ、大阪市水道事業の更

なる成長をめざします。 

 

８.地球環境への負荷低減による持続可能な社会づくりに向けて、省エネルギーの推進、

再生エネルギーの活用など、地球温暖化対策に取り組むとともに、浄水発生土など

資源の有効利用を促進することにより、循環型社会の形成に貢献します。 

 

９.組織の少数精鋭化や経営効率化に向けた業務改革を推進し、低廉で公正な料金を支

える経営基盤を強化します。 

 

10.大阪市水道事業の運営を司る公的なガバナンスとマネジメント力を強化し、これを 

民間パワー（民間のもつノウハウや人的資源）と融合させる官民連携手法の導入な

ど、経営改革を推進することにより、市民・お客さまの安心安全を守る上記の重点

施策を着実に推進します。 

 



 

 

 
 

 


